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(57)【要約】
　内視鏡ツール（６）を支持するためのデバイス（１）
は、内視鏡（９）にデバイスを取り付けるための取り付
け手段（２）、遠位開放端（４１）を有する、それを通
して内視鏡ツールを受け入れるために構成された第一ガ
イド管（４）、及び取り付け手段から遠位方向に延びる
第一及び第二突出部材（３１，３２）であって、デバイ
スが内視鏡に取り付けられて第一及び第二突出部材の間
の作業空間（３３）を規定するときに互いに隔てられて
いる第一及び第二突出部材を含む。取り付け手段（２）
は、第一（２１）及び第二（２２）締め付け部材、及び
それらの締め付け部材を連結する少なくとも一つのケー
ブル（２３，２４）を含む。ケーブルは、締め付け部材
間の間隔を調整するために締め付け部材を互いに対して
動かすために遠隔的に作動可能であり、内視鏡を受容す
る。ケーブルは、締め付け部材を内視鏡に固定すること
を可能にする。第一突出部材（３１）は、第一締め付け
部材に対して固定された位置又は少なくとも一つの固定
可能な位置を持つように第一締め付け部材（２１）に取
り付けられており、第二突出部材（３２）は、第二締め
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡ツール（６，６２）を支持するためのデバイス（１，１００，２００，３００，
４００）であって、
　内視鏡（９，９０）にデバイスを取り付けるための取り付け手段（２）、
　遠位開放端（４１）を有する、内視鏡ツールを受け入れるために構成された第一ガイド
管（４）、及び
　取り付け手段から遠位方向に延びる第一及び第二突出部材（３１，３１０，３１１，３
２，３２０）であって、デバイスが内視鏡に取り付けられて第一及び第二突出部材の間の
作業空間（３３）を規定するときに互いに隔てられている第一及び第二突出部材、
を含むデバイスにおいて、
　取り付け手段（２）が、第一（２１，２１′）及び第二（２２，２２′）締め付け部材
、及びそれらの締め付け部材を連結する少なくとも一つのケーブル（２３，２４）を含み
、ケーブルが、締め付け部材間の間隔を調整するために締め付け部材を互いに対して動か
すために遠隔的に作動可能であり、ケーブルが、内視鏡が締め付け部材間の間隔に挿入さ
れるときに締め付け部材を締め付け位置で保持し、締め付け部材を内視鏡に固定するため
にロックされることができること、
　第一突出部材（３１，３１０，３１１）が、第一締め付け部材に対して固定された位置
又は少なくとも一つの固定可能な位置を持つように第一締め付け部材（２１，２１′）に
取り付けられており、第二突出部材（３２，３２０）が、第二締め付け部材（２２，２２
′）に取り付けられていること、
　第一ガイド管（４）が、第一締め付け部材（２１）に対してスライド可能であり、第一
ガイド管の遠位端（４１）が、第一ガイド管の遠位端が第一突出部材を横断する方向に旋
回されることを可能にするように第一突出部材（３１，３１０，３１１）の遠位端に旋回
可能に取り付けられていること、及び
　第一ガイド管の遠位端が、横断方向にあるときに作業空間と連通していること、
を特徴とするデバイス。
【請求項２】
　第一突出部材（３１，３１０，３１１）及び任意選択的に第二突出部材（３２，３２０
）が、硬質部材である、請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
　第二突出部材（３２，３２０）が、第二締め付け部材に対して固定された位置又は少な
くとも一つの固定可能な位置を持つように第二締め付け部材（２２）に取り付けられてい
る、請求項１又は２に記載のデバイス。
【請求項４】
　第一突出部材（３１，３１０，３１１）が、互いに対向して隔てられた垂直材（３５）
、及び垂直材間で延びる旋回軸（３４）を含み、第一ガイド管（４）の遠位端（４１）が
、垂直材間の旋回軸（３４）に固定されている、請求項１～３のいずれかに記載のデバイ
ス。
【請求項５】
　第二突出部材（３２）が、第一ガイド管（４）の遠位端とは反対の位置に貫通開口（３
７）を含み、貫通開口が遠位端（４１）と対面する関係にあり、内視鏡ツール（６）を貫
通開口（３７）を通って第二突出部材（３２）を過ぎて動かすことを可能にする、請求項
１～４のいずれかに記載のデバイス。
【請求項６】
　第一突出部材（３１，３１０，３１１）が、第一ガイド管（４）の遠位端（４１）が横
断方向にスライドするときに当接する停止部材（３６，３６０）を含む、請求項１～５の
いずれかに記載のデバイス。
【請求項７】
　停止部材（３６０）が、第一ガイド管が第一突出部材（３１）に対して実質的に平行な
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方向にあるときに第一ガイド管（４）の遠位開口（４１０）を保持するための開口（３６
１）を含む、請求項６に記載のデバイス。
【請求項８】
　第一突出部材（３１，３１０，３１１）が、第一ガイド管（４）が第一突出部材に対し
て実質的に平行な方向をとるときに第一ガイド管（４）を閉鎖するように第一ガイド管（
４）の遠位端（４１）の遠位方向に配置されたキャップ部材（３６）を含む、請求項１～
６のいずれかに記載のデバイス。
【請求項９】
　第一突出部材（３１）に対して複数の方向に第一ガイド管（４）をロックするための手
段（５５，５６）を含む、請求項１～８のいずれかに記載のデバイス。
【請求項１０】
　第一ガイド管（４）が、第一ガイド管の遠位端（４１）が第一突出部材（３１，３１０
，３１１）に対して実質的に垂直な方向に旋回されることを可能にするように第一突出部
材（３１，３１０，３１１）の遠位端に旋回可能に取り付けられている、請求項１～９の
いずれかに記載のデバイス。
【請求項１１】
　締め付け部材（２１，２２，２１′，２２′）が、内視鏡に沿って軸方向に測定すると
、５０ｍｍより小さいか又はそれに等しい、好ましくは４０ｍｍより小さいか又はそれに
等しい内視鏡（９，９０）との係合長さを有するように形成されている、請求項１～１０
のいずれかに記載のデバイス。
【請求項１２】
　第二締め付け部材（２２）及び／又は第二突出部材（３２，３２０）が、第二内視鏡ツ
ール（８，８３）を受け入れるために、第二ガイド管（７）に近位で接続されかつ作業空
間（３３）と遠位で連通する貫通通路（２２４）を含む、請求項１～１１のいずれかに記
載のデバイス。
【請求項１３】
　第一突出部材（３１０）が、線状スライド手段（３５０）を通して第一締め付け部材（
２１）に伸縮自在に取り付けられ、第一突出部材が第一締め付け部材と第一突出部材に対
する第一ガイド管（４）の旋回取り付け部との間の距離を増加するように第一締め付け部
材の遠位方向に延ばすことが可能であり、デバイスが、第一締め付け部材（３１）に対す
る第一突出部材（３１０）の複数の位置に線状スライド手段を固定するための手段（３５
５，３５６）を含む、請求項１～１２のいずれかに記載のデバイス（１００）。
【請求項１４】
　第一突出部材（３１１）が、第一締め付け部材（２１）に旋回可能に取り付けられ、デ
バイスが、第一締め付け部材に対する複数の角度方向で第一突出部材を固定するための手
段（３９０）を含む、請求項１～１３のいずれかに記載のデバイス（２００）。
【請求項１５】
　第一突出部材（３１）が、第一締め付け部材（２１）に対して固定された位置で第一締
め付け部材（２１）に固定されている、請求項１～１２のいずれかに記載のデバイス（１
，３００）。
【請求項１６】
　第一突出部材（３１）が、第一締め付け部材（２１）と一体的に作られている、請求項
１５に記載のデバイス。
【請求項１７】
　第二突出部材（３２，３２０）が、第二締め付け部材（２２）に対して固定された位置
で第二締め付け部材（２２）に固定されている、請求項１～１６のいずれかに記載のデバ
イス（１，１００，２００，３００）。
【請求項１８】
　第二突出部材（３２）が、第二締め付け部材（２２）と一体的に作られている、請求項
１７に記載のデバイス。
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【請求項１９】
　第一及び第二締め付け部材（２１′，２２′）が、締め付け位置で内視鏡（９０）を係
合するように構成された内側表面を持ち、内側表面が、第一及び第二突出部材（３１，３
２）の遠位範囲の方向に対して斜めになっている軸を持つ、請求項１～１８のいずれかに
記載のデバイス。
【請求項２０】
　ケーブルの遠隔作動が、締め付け部材間の間隔を調整するために互いに対して締め付け
部材を動かすことを与え、締め付け部材が、（ｉ）間隔が最小でありかつ締め付け部材が
最小の嵩高性を与える構成に相当する閉鎖位置、（ｉｉ）間隔が、内視鏡が間隔を通って
挿入されることができるようなものである開放位置、及び（ｉｉｉ）間隔が、内視鏡が締
め付け部材間で締め付けられるようなものである締め付け位置で保持されることができる
、請求項１～１９のいずれかに記載のデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡又は腹腔鏡手術に使用するために内視鏡に取り付けるために構成され
かつ内視鏡手術ツールを支持するための内視鏡デバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　上述の種類のデバイスは、米国特許出願公開ＵＳ２００４／０１３８６８２から知られ
ており、内視鏡縫合デバイスとして使用される。それは、内視鏡の遠位端に除去可能に取
り付けられたキャップ集成体を含む。キャップは、対向して配置された壁を持ち、それら
の間に処置空間を規定し、その処置空間は、組織を受容するために遠位端に開放している
。一つの壁の遠位端部分から他の壁に向かって突出部が延びる。突出部は、縫合針（即ち
、内視鏡ツール）を収容する内腔を含む。内腔は、接続壁中の内腔と連通し、それは、内
視鏡に収容された組織把持デバイスによって処置空間において引っ張られる組織を通って
針を押すための押し付け部材を収容する。反対の壁は、縫合針が貫通するための開口を含
むことができる。縫合糸を収容する鞘部は、縫合針が開口を貫通するときに縫合糸を係合
することができるように反対の壁の外側に取り付けられることができる。
【０００３】
　別の内視鏡縫合デバイスが米国特許出願公開２０１３／００９６５８１から知られてい
る。この場合、針部材が、キャップ集成体の一つの壁に旋回可能に取り付けられており、
このキャップ集成体は、内視鏡の遠位端に取り付けられている。針は、９０°にわたって
アーチ形に曲げられている。旋回されたとき、それは、組織を貫通した後にキャップの反
対側の壁のオリフィスに軸方向に係合する。針は、旋回軸の周りの針の回転運動を与える
ギアリンクを通して引張り棒に連結されている。
【０００４】
　さらに別の内視鏡縫合デバイスが米国特許出願公開２００５／０２５１１６６に記述さ
れている。このデバイスは、内視鏡の内腔に挿入されることができ、可撓性のカテーテル
本体の遠位端に旋回可能に結合された組織操作装置を含む。この組織操作装置は、旋回可
能に結合された下側及び上側顎部材を含み、これらの顎部材は、協同して組織を把持する
。可撓性の発射管が、上側顎部材に旋回可能に結合されている。発射管は、カテーテル中
にスライド可能に保持されており、組織を受容するための開放構成と組織を保持するため
の閉鎖構成との間で顎部材を関節運動させるように構成されている。発射管は、縫合針を
収容し、この縫合針は、発射管の遠位端から上側及び下側顎部材にわたって発射されるこ
とができる。
【０００５】
　上述のデバイスの欠点は、それらが制限された寸法の組織受容空間を有するということ
である。従って、縫合されることができる組織の積み重ねの厚さは、制限される。上述の
三つのデバイスのうちの最初の二つのデバイスでは、キャップ集成体は、身体中への挿入
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の前に内視鏡に取り付けられなければならない。これは、内視鏡の寸法及び身体内腔（例
えば、最大１８ｍｍの直径を有する食道）（これを通ってキャップ及び内視鏡が挿入され
る）の寸法にキャップの寸法を制限する。上述の第一のデバイスでは、針は、９０°曲が
った内腔を通して挿入されなければならないので、可撓性であることが必要である。上述
の第三のデバイスでは、縫合針は、把持器に相当する位置で組織を貫通する。従って、縫
合は、組織の折り畳みの極めて近くに必然的に位置する。
【０００６】
　人々の減量を助けるため、胃の寸法を減少させるための様々な手術手順が開発されてい
る。かかる手順の一つは、胃壁を折り畳んでこの折り畳みを独立して又は相互に縫合する
ことによって胃の寸法を減少させる。これらの手順は、腔内（ｅｎｄｏｌｕｍｉｎａｌ）
手術によって行なわれ、この場合は、経口胃褶壁形成術又は経口胃形成外科術と称される
。
【０００７】
　しかし、胃壁は、比較的厚くて頑丈であるので、折り畳みの縫合は、困難で時間のかか
る仕事である。従って、多数の小さな組織の折り畳みを形成して縫合することの代わりに
制限された数の大きな組織折り畳みを形成して縫合することができれば有利であるだろう
。さらに、折り畳みを縫合する場合、組織の積み重ねを完全に貫通して折り畳みを形成す
ること、即ち、胃褶壁形成術の場合、胃壁を貫通する経粘膜縫合を形成することが有利で
ある。なぜなら、これは、積み重ねられた組織の良好な融合をもたらし、長期間にわたっ
て改善された結果をもたらすからである。しかし、これを行なうためには、縫合針は、折
り畳みを形成する組織層を完全に貫通しなければならない。しかし、現在のデバイスは、
折り畳みの縁から適切な距離で大きな折り畳みを係合することができないし、適切な経粘
膜貫通を行なうこともできない。
【０００８】
　内視鏡に取り付けるための内視鏡付属部品手術ツールホルダーが米国特許出願公開ＵＳ
２００５／０２３４２９７に記述されている。このデバイスは、静止した第一本体及び結
合器を通して第一本体に関節結合された第二本体を含む。第一本体は、内視鏡の遠位端の
周りのスリーブブレースとして形成される。付属部品チャンネルが第二本体に取り付けら
れており、内視鏡の前の処置空間への通路を内視鏡ツールに与える。第二本体は第一本体
に対して関節結合されているため、第二本体は、通路の出口軌道、従って、付属部品チャ
ンネル中に保持された手術ツールの出口軌道を制御するように操作されることができる。
このデバイスの欠点は、結合器と第一本体の構造のため、通路の出口軌道と内視鏡の軸と
の間の角度が制限されることである。
【０００９】
　内視鏡に取り付けるための別の内視鏡ツールホルダーがＷＯ２００７／１０４３９７に
記載されている。このホルダーは、内視鏡の遠位端に連結された基部構造を含む。二つの
リンクからなるリンク機構が、基部構造の近位点及び遠位点に連結されており、基部構造
と共に適合可能な三角形を形成する。管状部材が、この管状部材の対応する部分がリンク
に対して平行に配向されることができるようにリンク機構に連結されている。このデバイ
スでは、手術ツールを保持する管状部材は、リンク機構によってしっかりと保持されてお
り、従って、大きな反応力に抵抗することができる。また、管状部材の出口軌道は、内視
鏡の軸に対して大きな角度範囲にわたって方向付けられることができる。しかし、管状部
材は、基部構造に対して平行な平面においてのみ動かされることができるので、基部構造
は、処置空間への妨げを実際には形成し、これにより、デバイス内で可能な手術手順が制
限される。
【００１０】
　内視鏡に取り付けるためのさらに別の内視鏡ツールホルダーがＷＯ２００５／１２２８
６２に記載されている。このホルダーは、内視鏡の遠位壁の周りの取り付けのための一つ
又は一対の締め付け部材を含む。内視鏡ツールを受容する可撓性の管状部材が、締め付け
部材から内視鏡の前の処置空間まで遠位方向に延びる。管状部材を撓ませて内視鏡の軸に
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対して横断方向から作業空間への直接アクセスを与えるために、制御ワイヤが管状部材に
取り付けられている。このデバイスの利点は、患者の体内で内視鏡に組み立てられること
ができ、大きな作業空間を形成することができることである。しかし、管状部材は、可撓
性が大きすぎ、ある種の内視鏡ツールを操作する（例えば、組織を貫通する）ために必要
とされる大きな力を取り出すことができない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　従って、本発明の目的は、上述の欠点を克服する内視鏡ツールを支持するためのデバイ
スを提供することである。本発明の目的は、内視鏡ツールのための大きな処置又は作業空
間を与える内視鏡ツールを支持するためのデバイスを提供することである。本発明の目的
は、内視鏡ツールの支持において改善された硬さ及び／又は内視鏡ツールの方向付けにお
いて高い融通性を与える内視鏡ツールを支持するためのデバイスを提供することである。
本発明の目的は、長くて硬い遠位端を有する針のような、遠位端でさらに大きな長さにわ
たって硬質であることができるツールの使用を可能にする内視鏡ツールを支持するための
デバイスを提供することである。本発明の目的は、単純な構成の内視鏡ツールを支持する
ためのデバイスを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　従って、本発明によれば、内視鏡ツールを支持するためのデバイス（集成装置又は装置
）であって、内視鏡にデバイスを取り付けるための取り付け手段（又は取り付けデバイス
）、遠位開放端を有する、内視鏡ツールを受け入れて有利に案内するために構成された第
一ガイド管、及び取り付け手段から遠位方向に延びる第一及び第二突出部材を含むデバイ
スが提供される。デバイスが内視鏡に取り付けられるとき、突出部材は、有利には対面関
係で互いに隔てられ、それらの間に作業又は処置空間を規定する。
【００１３】
　本発明の一つの側面によれば、取り付け手段は、有利には対面関係で配置された第一及
び第二締め付け部材、及びそれらの締め付け部材を連結する少なくとも一つのケーブルを
含む。有利には、ケーブルは、操作者の位置に対して締め付け部材の近位方向に延びる。
ケーブルは、締め付け部材間の間隔を調整するために締め付け部材を互いに対して動かす
ために遠隔的に作動可能である。有利には、この間隔は、内視鏡が締め付け部材の間に挿
入されることを可能にする。ケーブルは、内視鏡が締め付け部材間の間隔に挿入されると
きに締め付け部材を締め付け位置で保持し、締め付け部材を内視鏡に固定するためにロッ
クされることができる。換言すれば、締め付け部材は、締め付け部材間の間隔が調整され
るように、少なくとも一つのケーブルの遠隔作動によって、互いに対して動くように構成
されている。有利には、ケーブルの遠隔作動は、以下のような異なる位置の間で締め付け
部材が動くことを可能にする。
（ｉ）間隔が最小でありかつ締め付け部材が最小の嵩高性を与える構成に相当する閉鎖位
置、
（ｉｉ）間隔が、内視鏡が間隔を通って挿入されることができるようなものである開放位
置、及び
（ｉｉｉ）間隔が、内視鏡（の横方向壁）が締め付け部材間で締め付けられるようなもの
である締め付け位置。
【００１４】
　本発明の一つの側面によれば、第一突出部材は、第一締め付け部材に対して固定された
位置又は少なくとも一つの固定可能な位置を持つように第一締め付け部材に取り付けられ
ている。有利には、第二突出部材は、第二締め付け部材に対して固定された位置又は少な
くとも一つの固定可能な位置を持つように第二締め付け部材に取り付けられている。締め
付け部材から遠位方向に延びる第一及び第二突出部材は、締め付け部材が締め付け位置に
あるときに互いに隔てられている。本発明では、用語「位置」は、（線形）並進位置又は
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角度方向の両方に言及しうる。従って、上述のことは、少なくとも第一突出部材、及び追
加的には又は代替的には第二突出部材が、対応する締め付け部材に対して自由度を有さな
いか又は一つ以上の自由度を有するということを意味する。この自由度は、少なくとも一
つの位置又は方向においてさらに固定可能である。有利には、第一突出部材及び任意選択
的に第二突出部材は、硬質部材である。
【００１５】
　突出部材は、締め付け部材から延び、締め付け部材は、作業構成（即ち、締め付け位置
）にあるときに内視鏡の横方向に位置されるため、従来技術のデバイスと比べて大きな（
幅広い）作業又は処置空間が得られる。さらに、作業空間の寸法は、身体空洞の寸法によ
って制限されない。なぜなら、本発明のデバイスは、その場で内視鏡に締め付けられるこ
とができるからである。換言すれば、連結ケーブルを介した締め付け部材の作動は、本発
明のデバイスと内視鏡を患者の体内に連続的に、二つが互いに対して組み立てられること
なしに挿入することを可能にし、患者の体内の手術場所で本発明のデバイスを（締め付け
部材の締め付けを介して）内視鏡に固定することを可能にする。その結果として、締め付
け部材と突出部材の協同によって大きな作業空間が作り出される。
【００１６】
　本発明のさらに別の側面によれば、第一ガイド管は、第一締め付け部材に対してスライ
ド可能である。さらに、第一ガイド管の遠位端は、第一突出部材の遠位端に旋回可能に取
り付けられている。第一ガイド管を第一締め付け部材に対して遠位方向にスライドさせる
ことによって、第一ガイド管は、Ｓ字型の構成をとらされ、そこでは、遠位端が第一突出
部材を横断する方向をとり、そして有利には第一突出部材に対して垂直な方向をとる。
【００１７】
　本発明のさらに別の側面によれば、第一ガイド管の遠位端は、横断方向にあるときに作
業空間と連通している。ガイド管のこの位置において、その中に受容された内視鏡ツール
は、作業空間にわたって動かされることができる。
【００１８】
　従って、第一突出部材が締め付け部材に対して少なくとも一つの位置で固定されること
ができるため、それは、ガイド管及びその中に収容された内視鏡ツールをしっかりと支持
するための有利には硬質の枠組みを形成する。さらに、締め付け部材及び突出部材に対す
るガイド管の旋回可能でスライド可能な配置は、その遠位端が幅広い範囲の方向に位置さ
れることを可能にする。締め付け部材及び突出部材によって得られる（硬質の）枠組みの
ため、有利にはガイド管のしっかりとした配置が、可能な方向のそれぞれ及び全てで得ら
れる。まず、これは、突出部材の可能な長いレバーアームにもかかわらず内視鏡ツールが
しっかりと支持されることを可能にするので、有利である。結果として、それは、大きな
力が内視鏡ツールによって作業空間で発揮されることを可能にする。なぜなら、固定され
て（又は固定可能なように）位置された第一突出部材は、反応力を吸収することを可能に
するからである。第二に、これらの特徴の組み合わせは、組織がその中に吸引されなけれ
ばならない場合に、又は周囲組織が作業空間から保護されなければならない場合に、特に
有利である。
【００１９】
　本発明のデバイスの第一の有利な用途は、例えば胃減少を得るための胃壁における内視
鏡縫合折り畳みである。本発明のデバイスにおける作業空間は大きいので、これは、胃壁
の折り畳みを受け入れるのに特に好適である。受け入れられた胃壁の折り畳みは続いて、
第一ガイド管中に収容されている縫合針によって経粘膜的に（即ち、胃壁を完全に通して
）貫通されることができる。固定可能な突出部材は、大きな貫通力を発揮することを可能
にする。旋回可能でスライド可能なガイド管は、経粘膜縫合を効果的に行なうために長い
硬質の遠位端を有する針（即ち、強い針）を使用することを可能にする。
【００２０】
　本発明のデバイスの第二の有利な用途は、粘膜切除術である。この場合、第二突出部材
は、健康な筋肉層が損傷を受けることを防止する遮蔽として作用することができ、一方、
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ガイド管及び第一突出部材は、協同して、切除された粘膜を持ち上げるための把持器を収
容する。この場合、ガイド管の遠位端が、持ち上げ操作を極めて容易にすることを可能に
するために及び／又は切除された粘膜を大きな高さにわたって持ち上げることを極めて容
易にすることを可能にするために方向付けられることができるため、大きな作業空間が締
め付け部材によって得られる。
【００２１】
　本発明の有利な側面は、従属請求項において規定されている。
【００２２】
　本発明の側面は、添付の図面を参照してさらに詳細に記述される。これらの図面は、説
明のためにのみ示されており、同じ参照番号は同じ特徴を示す。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】図１は、内視鏡に組み立てられた（締め付けられた）時の本発明によるデバイス
を表わす。
【００２４】
【図２】図２は、図１のデバイスの遠位端の透視図を表わす。
【００２５】
【図３】図３は、図１のデバイスの第二締め付け部材及び第二突出部材の透視図を表わす
。
【００２６】
【図４】図４は、図１のデバイスの第一締め付け部材及び第一突出部材の透視図を表わす
。
【００２７】
【図５】図５は、図１のデバイスの制御ハンドルの透視図を表わす。図５中、ハウジング
５０及びスリーブ５５は、内側が見えるように透明に描かれている。
【００２８】
【図６】図６は、図１のデバイスの第一締め付け部材及び第一突出部材の別の透視図を表
わす。
【００２９】
【図７】図７は、図１のデバイスにおいて使用するための縫合糸提供カテーテルを表わす
。
【００３０】
【図８】図８は、本発明によるデバイスの別の実施形態の遠位端の透視図を表わす。
【図９】図９は、本発明によるデバイスの別の実施形態の遠位端の透視図を表わす。
【００３１】
【図１０】図１０は、図８及び図９のデバイスの第一締め付け部材及び第一突出部材の透
視図を表わす。
【００３２】
【図１１】図１１は、本発明によるデバイスのさらに別の実施形態の遠位端の透視図を表
わす。
【図１２】図１２は、本発明によるデバイスのさらに別の実施形態の遠位端の透視図を表
わす。
【００３３】
【図１３】図１３は、図１１の第一締め付け部材及び第一突出部材の断面図を表わす。
【００３４】
【図１４】図１４は、図１３のウォーム駆動装置の詳細の透視図を表わす。
【００３５】
【図１５】図１５は、本発明によるデバイスのさらに別の実施形態の遠位端の透視図を表
わす。
【００３６】
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【図１６】図１６は、図１５のデバイスを使用した粘膜切除術の手順を概略的に表わす。
【００３７】
【図１７】図１７は、横方向に見られた内視鏡と共に使用するための本発明によるデバイ
スのさらに別の実施形態の締め付け部材及び突出部材の透視図を表わす。
【００３８】
【図１８】図１８は、本発明によるデバイスのさらに別の実施形態の締め付け部材及び突
出部材の透視図を表わす。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　本発明の記述において、用語「遠位」及び「近位」は、腔内又は最小侵襲手術の分野に
おける通例の習慣に従って使用される。従って、本明細書中で使用される用語「遠位」は
、外科医が医療装置（例えば内視鏡）を操作する場所から離れる方向又はこの場所の対向
端を意味する。本明細書中で使用される用語「近位」は、外科医が医療装置（例えば内視
鏡）を操作する場所の方に向かう方向又はこの場所を意味する。
【００４０】
　本発明の記述において、用語「軸方向」は、他に明記されない限り、突出部材に沿った
方向、即ち、近位端から遠位端への又は遠位端から近位端への、本発明によるデバイスに
よって規定される作業空間にわたる方向を意味する。
【００４１】
　図１を参照すると、本発明による内視鏡ツールを支持するためのデバイス１は、内視鏡
取り付け手段２、突出部材の配置３、及び第一ガイド管４を含み、これらは全てデバイス
１の遠位端１０に与えられている。デバイス１を操作するため、制御手段５（これは、デ
バイス１の一体化部分を形成しうる）がその近位端１１に与えられることが有利である。
【００４２】
　デバイス１の遠位端１０は、図２にさらに詳しく示されている。内視鏡９へのデバイス
１の遠隔的な取り付けのために構成された取り付け手段２は、互いに対して対面関係で配
置された二つの別個の締め付け部材、つまり第一締め付け部材２１及び第二締め付け部材
２２を含む。もし望まれるなら、さらなる締め付け部材が与えられることができる。有利
には、互いに対面する側に、締め付け部材２１，２２は、内視鏡９の（壁の）周りに適合
するように形成された表面２１０，２２０をそれぞれ含む。例示として、図２に示される
ように、内側表面２１０，２２０は、凹形形状を有することができる。
【００４３】
　締め付け部材２１，２２は、一つ以上のケーブルによって連結されている。図１のデバ
イスでは、締め付け部材を連結するために二つのケーブル２３，２４が与えられている。
【００４４】
　図３に示されるように、第二締め付け部材２２は、二対のケーブル口２２１，２２２を
含む。ケーブル通路２２３は、第一対のケーブル口２２１を他の対の対応するケーブル口
２２２に接続する。ケーブル通路２２３は、締め付け部材２２を通してケーブル２３，２
４を案内し、有利には、ダクト又はチャンネルとして形成されており、その少なくとも一
部は、締め付け部材２２の内部に配置されており、即ち、ケーブル通路２２３は、有利に
は少なくとも部分的に閉鎖されたチャンネル（即ち、閉鎖された断面を有するチャンネル
）として形成されており、ケーブル２３，２４は締め付け部材に取り付けられているか又
は連結され、これにより、ケーブルがチャンネルから外にすべり出ることを防止する。
【００４５】
　ケーブル２３，２４は、第二締め付け部材２２と第一締め付け部材２１の間にさらに延
びる。図４に示されるように、第一締め付け部材２１は、二対のケーブル入口２１１，２
１２を含み、これらは、図３に示される第二締め付け部材２２のケーブル口２２２，２２
１に対応する。第一締め付け部材２１のケーブル通路２１３は、四つのケーブル口２１１
，２１２を第一締め付け部材の出口２１４に接続する。次に、出口２１４は、ケーブルダ
クト２５を介してデバイス１の近位端に接続される。
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【００４６】
　ケーブル２３，２４は、各ケーブルが第一対の口２２１を通して一つのケーブル通路２
２３に入り、他の対の対応する口２２２を通してケーブル通路２２３から出るように、第
二締め付け部材２２のケーブル通路２２３中に挿入される。このようにすることによって
、各ケーブルは、第二締め付け部材２２を通るループを形成する。第二締め付け部材２２
の各口２２１，２２２から出るケーブル部分は、第一締め付け部材２１の対応する口２１
２，２１１に入り、そこからそれは、ケーブル通路２１３を通して出口２１４に案内され
る。従って、合計四つのケーブル端（各ケーブル２３，２４の二つの端部分）が、出口２
１４を通って延び、そこからケーブルダクト２５を通って近位端１１の制御手段５まで延
びる。強度を増大させるため、四つのケーブルを出口２１４の近位で単一の太いワイヤー
に合併することも可能である。
【００４７】
　上述のケーブル２３，２４の配置は、全ての四つのケーブル端をそれぞれ引っ張るか又
は押すことによって第二締め付け部材２２を第一締め付け部材２１に向かう方向へ又は第
一締め付け部材から離れる方向へ動かすことを可能にする。有利には、ケーブルの作動（
即ち、押すこと又は引っ張ること）は、同時に行なわれる。有利には、それは、以下にお
いてさらに記述されるように、（近位の）遠隔場所で制御ハンドルを通して行なわれるこ
とができる。
【００４８】
　締め付け部材２１，２２を互いから離れる方向に動かすことは、それらの間の間隔を増
大させて開放位置を得ることを可能にする。この開放位置では、締め付け部材間の間隔は
、内視鏡９が締め付け部材２１，２２の間に挿入されることができるようなものである。
二対のケーブル口２１１，２１２は、内視鏡９の挿入を妨げないように、互いから十分に
離れた距離に配置されるべきであることに気付くことが好都合であるだろう。同様のこと
が、第二締め付け部材のケーブル口２２１，２２２にも当てはまる。
【００４９】
　いったん内視鏡９の遠位部分が締め付け部材２１，２２の間に位置されると、ケーブル
２３，２４の端は、有利には同時に引張られて締め付け部材を互いの方に近づけてそれら
の間の間隔を減少することができる。その結果として、締め付け部材２１，２２は、しっ
かりとした締め付けを与えるために内視鏡９の内側表面２１０及び外側壁２２０とそれぞ
れ係合するだろう。ケーブルを後者の引張られた位置に維持することによって、デバイス
１の遠位端１０が締め付け部材２１，２２を通して内視鏡９に固定されることができる。
【００５０】
　二つのケーブルの使用は改善された動き安定性を与えるが、上述の操作は、二つのケー
ブルの代わりに一つだけのケーブルの使用を通しても得られることに気付くことが好都合
であるだろう。代替的に、二つの取り付けケーブル２３，２４は、四つのケーブルの組に
よって置換されることができ、これらのケーブルは、第一締め付け部材２１中のケーブル
通路２１３を通過し、その一端で第二締め付け部材２２のケーブル口２２１又は２２２に
取り付けられる。従って、この配置は、四つのケーブルが第二締め付け部材２２を通るル
ープを形成するのではなく、各ケーブルがそれに固定される一端を有する点で上述の二つ
のケーブル配置とは異なる。
【００５１】
　有利には、ケーブル２３，２４の操作（又は作動）は、デバイスの近位端１１で制御ハ
ンドル１５を通して行なわれる。有利には、この制御ハンドルは、ケーブルダクト２５に
対して取り付けケーブル２３，２４を動かすことができる作動器を含む。可能な作動器が
図５に示されている。従って、ケーブルダクト２５は、第一締め付け部材２１と制御ハン
ドル５の間に延び、ケーブル２３，２４の四つの端を制御ハンドル５に案内する。制御ハ
ンドル５は、有利には遠位端５１と近位端５２を有する細長いハウジング５０を含み、ケ
ーブルダクト２５の近位端は、遠位端５１などでハウジングに固定される。ケーブル２３
，２４の端は、ケーブルダクト２５の近位方向に延び、ハウジング５０に対してスライド
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可能に配置されたラック５３に固定されている。有利には、ラック５３は、ハウジング５
０の内側に収容されている。
【００５２】
　内部ウォームホイールを有する制御リング５４が、ラック５３とかみ合うようにハウジ
ング５０上に与えられている。有利には、制御リング５４は、ハウジング５０中に与えら
れた凹所（図示せず）中に嵌合し、これは、ラック５３に対して平行な軸上の回転以外の
制御リング５４の全ての自由度をロックする。その結果として、制御リング５４を回転さ
せることによって、ラック５３は、ハウジング５０に対して及びケーブルダクト２５に対
してスライドする。このようにすることによって、締め付け部材２１，２２を遠隔場所か
ら操作することができる。ラック及びウォームホイール以外の好適な作動器（例えば、空
気作動器）が、ケーブルダクト２５に対する、従って締め付け部材２１に対する取り付け
ケーブルの端のスライド運動を与えるために使用されることができることに気付くことは
好都合であるだろう。
【００５３】
　一組のねじなどの当該技術分野では公知の手段によってハウジング５０に対して特定の
回転位置に制御リング５４をロックすることができる。
【００５４】
　今や、締め付け部材２１，２２の遠隔作動が記述されたので、締め付け部材をその高さ
がコンパクトなように形成することが有利であることが容易に明らかであるだろう。ここ
で、締め付け部材の高さという用語は、締め付け位置にあるときに締め付け部材が内視鏡
に係合する内視鏡の軸に沿った線状寸法を意味する。有利には、締め付け部材の高さは、
５０ｍｍ以下であり、好ましくは４０ｍｍ以下であり、より好ましくは３０ｍｍ以下であ
り、特に好ましくは２５ｍｍ以下である。このような小さな締め付け部材は、特に遠位端
における内視鏡の撓みを防止し、従って最小侵襲手術の間の内視鏡の配置は妨げられない
。内視鏡の大部分の角度形成は遠位端で行なわれるので、このことは重要である。
【００５５】
　患者中への本発明のデバイスの挿入を容易にするために、締め付け部材２１，２２は、
取り付けケーブル２３，２４の作動によって互いに対して動かされることができ、締め付
け部材間の間隔が最小であり（又はこの間隔が全くなく）、締め付け部材が最小の嵩高性
をとる（即ち、最大のコンパクトさをとる）構成に相当する位置に保持されることができ
る。後者の位置は、締め付け部材の閉鎖位置と称される。コンパクトな締め付け部材は、
内視鏡へのデバイスの遠隔（即ち、その場での）設置を容易にする。従って、有利には、
本発明のデバイスは、腔内的に、又はそれらが内視鏡にまだ取り付けられていないときは
腹腔鏡的に患者に挿入される。有利には、閉鎖位置では、締め付け部材は、最小包囲円筒
が２６ｍｍ以下の、好ましくは２１ｍｍ以下の、より好ましくは１８ｍｍ以下の直径を有
するような全体寸法をとる。これは、食道などの本発明のデバイスが挿入される体腔の意
図されない貫通や裂傷を防止するためである。
【００５６】
　再び図１及び図２に言及すると、本発明のデバイスは、締め付け部材から遠位方向に延
びる突出部材の配置３を含む。有利には、この配置は、一対の突出部材３１，３２からな
るが、所望によりこれより多い数の突出部材が与えられることもできる。以下、突出部材
３１，３２はブラケットと称されるだろう。
【００５７】
　第一ブラケット３１は、第一締め付け部材２１から遠位方向に延びる。それと対面する
関係で、第二締め付け部材２２から延びる第二ブラケット３２が与えられている。本発明
によれば、対応する締め付け部材に対する各ブラケットの位置（方向）は、固定されてい
るか又は可変である。後者の場合、各ブラケットは、対応する締め付け部材に対して少な
くとも一つの位置（方向）で固定されることができる。
【００５８】
　図１及び図２は、ブラケット３１，３２が、非適合可能位置／方向で、対応する締め付
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け部材にしっかりと固定され、かつ有利には対応する締め付け部材と一体的に形成されて
いる実施形態を表わす。有利には、少なくとも第一ブラケット３１、及び所望により第二
ブラケット３２は、少なくとも固定された又は固定可能な位置をとるときに、硬質である
（つまり、これらは可撓性でない）。
【００５９】
　内視鏡９上に締め付けられた締め付け部材２１，２２と共にデバイス１が締め付け位置
にあるとき、ブラケット３１，３２は、互いに隔てられて、それらの間に遠位方向に開放
された作業空間を規定する。この作業空間は、内視鏡９によって近位方向を限定されてい
る。有利には、ブラケット３１，３２は、互いに対して実質的に平行に延びる。代替的に
、ブラケット３１，３２は、それらが遠位方向に向かって互いに距離をさらに置かれるよ
うに斜めに延びることができる。
【００６０】
　内視鏡ツールを支持するためのガイド管４の遠位端４１は、第一ブラケット３１に旋回
可能に取り付けられている。この目的のため、第一締め付け部材２１から延びる第一ブラ
ケット３１は、ブラケットの遠位端に配置された軸ピン３４を与えられている。図４を参
照すると、有利には、軸ピン３４は、近位－遠位方向（軸方向）に対して横断方向にそし
て有利には（実質的に）垂直方向に延びる回転軸３４０を有する。軸ピン３４は、ブラケ
ット３１の二つの対向して配置された脚又は垂直材３５によって支持されており、これら
の間に延びる。ブラケット３１は、脚３５の間で開放されている。ガイド管４の遠位端４
１は、それが第一ブラケット３１の脚３５の間に挿入されるように軸ピン３４に取り付け
られている。従って、遠位端４１は、旋回軸３４０の周りに回転するように構成されてい
る。
【００６１】
　ガイド管４のための通路２１５が、第一締め付け部材２１を通して与えられており、こ
の通路の中にガイド管４がスライド可能に保持されている。通路２１５は、ガイド管４が
すべり落ちるのを防止するために、閉鎖されたチャンネルとして少なくとも部分的に形成
されることができる。ガイド管４は、デバイス１１の近位端１１で通路２１５から近位端
４２までさらに延びる。有利には、ガイド管４は、通路２１５とデバイス１の近位端１１
の間に延びるガイド管ダクト４３の中に収容されている。これは、以下に記述されるよう
に患者の身体内のガイド管４を保護するため、及びガイド管４を容易にスライド可能にし
て、ガイド管４を軸ピン３４の周りに旋回させるためである。所望により、ガイド管ダク
ト４３とケーブルダクト２５は、多腔型の管の中に融合されることができる。
【００６２】
　ガイド管４は、それを通して内視鏡ツールを挿入するために、遠位端４１（開口４１０
）及び近位端４２の両方で開放されている。ガイド管４は、遠位方向に、有利には、少な
くともガイド管通路２１５と遠位端４１の間に延びる可撓性部分を有する。この可撓性部
分は、ガイド管４の遠位端４１を軸ピン３４の周りで図２に示されるような引込められた
位置（この引込められた位置では、ガイド管４は、遠位端と近位端の間で実質的に緊張さ
れている）と図４，６に示されるような曲げられた位置（この曲げられた位置では、ガイ
ド管４は、ガイド管通路２１５と軸ピン３４の間で曲げられており、Ｓ字形の形状をとる
）の間で回転することを可能にする。引込められた位置では、ガイド管４は、腔内挿入を
容易にするために最小の嵩高性（最小の体積）をとる。有利には、この位置で、ガイド管
は、幾何学的制限が許容する限り真直ぐであり、遠位端４１は、好適にはブラケット３１
に対して実質的に平行である。
【００６３】
　ガイド管の引込められた位置から曲げられた位置への移行、及びガイド管の曲げられた
位置から引込められた位置への移行は、ダクト４３を通して、及び締め付け部材２１及び
ブラケット３１に対してガイド管４をスライドさせることによって得られる。ダクト４３
及びガイド管通路２１５を通してガイド管を押すことにより、ガイド管４の遠位端４１は
、軸ピン３４の周りを回転し、ガイド管が通路２１５と軸ピン３４の間でＳ字形の形状を
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とる。有利には、本発明のデバイスは、ガイド管４の遠位端４１が図６に示されるように
ブラケット３１に対して実質的に垂直の方向をとることができるようにガイド管を曲げる
ことを可能にする。
【００６４】
　ガイド管は、第一締め付け部材及び第一ブラケットによって硬質の枠組みにスライド可
能にかつ旋回可能に取り付けられているため、身体（組織）上にガイド管４中に収容され
ている内視鏡ツールによって大きな力が発揮されるときに偏向しない集成体が得られる。
この利点は、内視鏡縫合のための用途が以下にさらに記述されるときに明らかになるだろ
う。
【００６５】
　有利には、ガイド管は、曲げられた位置をとるように遠隔的に作動される（押される）
。この目的のため、ガイド管４の近位端４２は、制御ハンドル５によって操作されること
が有利である。図５を参照すると、制御ハンドル５は、ハウジング５０にわたってスライ
ド可能に配置されたスリーブ５５を含むことが有利である。ガイド管ダクト４３は、遠位
端５１などでハウジング５０に固定されている。ガイド管４は、ハウジング５０を通って
近位端４２までスライド可能に延び、そこでそれはスリーブ５５に固定される。スリーブ
５５をハウジング５０に対して、従ってガイド管ダクト４３に対してスライドさせること
によって、ガイド管は、近位から遠位へと押されて、曲げられた位置をとる。固定ねじ５
６は、スリーブ５５をハウジング５０に対して所望の位置で固定することを可能にし、従
ってガイド管４を遠位方向の配置で固定することを可能にする。
【００６６】
　ガイド管４は、それを押すときにガイド管の曲がりを防止するために、近位方向に延び
る硬質部分を有することができる。別の可能性は、ガイド管ダクト４３がガイド管の曲が
りを防止するように、ガイド管４の直径よりわずかに大きい内部直径を有するガイド管ダ
クト４３を使用することである。
【００６７】
　有利には、図６に示すように、第一ブラケット３１は、停止部材３６を与えられること
ができ、この停止部材は、最大曲げ位置にあるときにガイド管４の遠位端４１のためのア
バットメントとして構成されている。停止部材３６は、第一ブラケット３１の脚３５の間
の接続ブラケットとして形成されることができる。曲げられた位置において、停止部材３
６は、ガイド管の（遠位端の）方向、従ってその中に収容されている内視鏡ツールの方向
を安定化することを助けることができる。代替的に、又は追加的に、停止部材３６は、引
込められた位置にあるときにガイド管４の遠位端を閉鎖するキャップを形成する。これは
、図２に示されるように、その中に収容されている内視鏡ツールがすべり落ちるのを防止
するため、又は体液がガイド管中に侵入することを防止するためである。
【００６８】
　代替的に、ガイド管４の遠位開口４１０をガイド管の引込められた位置において障害を
有さないように保持することが有利であるかもしれない。図１８を参照すると、内視鏡支
持デバイス４００は、図２～４のデバイス１とは停止部材の形状のみが異なる。図１８の
停止部材３６０は、ガイド管が引込められた位置にあるとき（即ち、突出部材３１に対し
て実質的に平行であるとき）であってもガイド管の遠位開口４１０が障害を有さないよう
に保持するように形成されている。この目的のため、停止部材３６０は、遠位開口４１０
に相当する位置に開口３６１を含む。この開口は、内視鏡ツールが端４１０から少なくと
も部分的に突出することができるように縫合針などの内視鏡ツールのための隙間を与える
。引込められた位置にあるときにガイド管４の遠位端４１０が障害を有さないように保持
することによって、内視鏡ツールが遠位端４１０を通過してそして停止部材３６に対して
不注意で動かされる（これは、ガイド管に沿ったツールの位置が正確に記録されていない
場合に起こりうる）ときに内視鏡ツール（例えば縫合針）が損傷されるのを防止する。別
の利点は、ガイド管に沿ったツールの位置の正確な記録がない場合に、ツールを開口４１
０から突出させることは、内視鏡カメラでツールを見ることを可能にし、その正確な位置
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を確認することを可能にする。もし（硬質の）ツールがガイド管のあまりにも近位の位置
にあることがわかっていないと、これは、ガイド管の曲げを妨げるだろう。従って、本発
明によれば、ガイド管を曲げることが容易になる。さらに別の利点は、可撓性のガイド管
が単独で可能にする長さよりも長い硬質ツール（例えば針）を使用することを開口が可能
にするということである。実際、開口３６１は、ガイド管を曲げる前に（即ち、遠位端４
１を軸ピン３４の周りに回転させる前に）、縫合針又は他の内視鏡ツールがガイド管の遠
位開口４１０を少なくとも部分的に通過して動くことを可能にする。図１８に示されるよ
うな停止部材３６０を有する配置は、３０ｍｍまでの長さの硬質針を使用することを可能
にし、一方、図４に示されるような停止部材３６０を有する配置は、約２０ｍｍまでの長
さの硬質針を使用することを可能にする。
【００６９】
　有利には、ガイド管４が軸ピン３４と通路２１５の間で曲げられることができる距離は
、少なくとも１５ｍｍであり、好ましくは少なくとも２５ｍｍであり、これは、ガイド管
４内で長い縫合針を使用することを可能にする。
【００７０】
　ガイド管４が曲げられた構成配置をとったときを確認するために、停止部材５７が、ス
リーブ５５の近位端に与えられることができる。この停止部材５７は、最終の曲げられた
構成配置が到達されたときにスリーブ５５の、従ってガイド管４の進行を停止させる。追
加的に又は代替的に、アバットメントフランジ又は厚みの大きい部分がガイド管４に、第
一締め付け部材２１の通路２１５の近位に与えられることができる。フランジが通路２１
５より大きい寸法を有するように寸法決定することによって、それは、ガイド管のスライ
ド運動を停止させるための停止部材として作用することができる。そのとき、フランジは
、フランジが通路２１５に対して当接するときに最大曲げ位置が得られるようにガイド管
に沿った位置に配置されることができる。
【００７１】
　有利には、ガイド管４は、固定ねじ５６などによって引込められた位置と曲げられた位
置の間の任意の中間位置でロックされることができる。これは、ブラケット及び締め付け
部材によって形成される硬質の枠組みにもかかわらず、内視鏡ツールを配置することにお
ける好適な管理能力を本発明のデバイスに与える。
【００７２】
　図３を参照すると、第二締め付け部材２２は、貫通通路２２４を与えられており、この
貫通通路は、近位－遠位方向に沿って延び、遠位端２２５で作業空間３３と連通する。接
続管７が貫通通路２２４をデバイスの近位端１１に接続する。貫通通路２２４及び接続管
７は、さらなる内視鏡ツールを収容してそれに作業空間３３へのアクセスを与えるように
寸法決定されることができる。
【００７３】
　第一ブラケット３１又は第二ブラケット３２、又はこれらの両方は、ガイドワイヤのた
めのガイド穴３８を与えられており、標準ガイドワイヤにわたってデバイス１を見ずに挿
入することを可能にする。ガイドワイヤは、まず内視鏡の助けによって患者の身体中に挿
入されることができる。内視鏡は、標的位置まで患者の身体中に挿入される。ガイドワイ
ヤは、内視鏡の内腔の外に押し出され、患者の身体中に保持され、一方では、内視鏡が除
去される。このようにすることによって、ガイドワイヤは、デバイス１の続く挿入のため
の直接経路を与える。（患者の身体の外側の）近位側でガイドワイヤは穴３８を通して挿
入され、デバイス１は、それが標的位置までずっと案内されるように患者の身体中のガイ
ドワイヤに沿って押される。これは、デバイスが患者の身体中に正確に挿入されることを
確実にし、誤った経路に従うことを回避する。
【００７４】
　本発明によるデバイスは、以下のようにして操作されることができる。固定ねじ５６に
よって、制御ハンドル５のスリーブ５５は、ガイド管４が引込められた位置にあるような
位置にロックされる。内視鏡ツールが、近位端４２を通してガイド管４中に挿入され、ツ



(15) JP 2016-538010 A 2016.12.8

10

20

30

40

50

ール６がガイド管４の遠位端４１に到達するが遠位端４１から突出しないような位置まで
押される。
【００７５】
　内視鏡ツール６をデバイス１のハンドル５に取り付けるため、ガイド管４は、近位端４
２にねじ付きロック部材４４又は他のいかなるロック機構を含むことができる。
【００７６】
　制御リング５４が回転されて、締め付け部材２１，２２を閉鎖位置に動かし、最小の嵩
高性を有する構成配置をとる。閉鎖位置での締め付け部材の全体寸法は、締め付け部材が
最小の腔内通路（それを通してそれらが挿入されることが必要である）を通して適合する
ように選択されることができる。管２５，４３及び７は締め付け部材よりも小さいフット
プリント（ｆｏｏｔｐｒｉｎｔ）を有するため、それらは、内視鏡の挿入の後に妨げとな
らない。従って、デバイス１は、内視鏡９に従って、（ガイドワイヤなどの助けによって
）患者の身体中に挿入される。言うまでもなく、挿入中、デバイス１は内視鏡９に取り付
けられていない。本発明のデバイスは、腔内的に及び腹腔鏡的に挿入されることができ、
経口内視鏡検査を必要とする手術用途のために特に好適である。
【００７７】
　いったん患者の身体中の標的位置に到達したら、制御リング５４は、回転されて、締め
付け部材２１，２２を分離して、内視鏡９が挿入されることを可能にするのに十分な寸法
を有する開口を形成する。内視鏡９の遠位端は、締め付け部材の間に近位側から挿入され
、所望の位置まで遠位側に動かされる。次に、制御リング５４は、逆方向に回転されて、
締め付け部材２１，２２がそれらの間に内視鏡９を締め付けるまで締め付け部材を互いの
方に向かって動かす。制御リング５４は、例えば固定ねじ又は摩擦によって定位置にロッ
クされることができる。このようにすることによって、ブラケット３１，３２によって横
方向を、そして内視鏡によって近位方向を規定される作業空間３３が作り出される。
【００７８】
　次に、スリーブ５５の固定ねじ５６がゆるめられ、スリーブ５５は、制御ハンドルのハ
ウジング５０の方に向かって動かされ、これにより、図６に示されるようにガイド管４が
遠位端で曲げられる。ガイド管４は、それが所望の曲げられた構成配置（例えば、遠位端
４１が停止部材３６に対して有利には当接する構成配置）をとるまで曲げられる。デバイ
ス１は今や、操作される用意が整っている。
【００７９】
　標的位置で作業空間を膨張させるために、本発明のデバイスを使用して吹き込みを行な
うことが可能である。この目的のため、二酸化炭素などの所望により不活性で非毒性の気
体が、デバイス１中で利用可能なダクト（例えば、接続管７と通路２２４、又は管ダクト
４３と通路２１５）の一つを通して体腔中に吹き込まれる。例えば、図１を参照すると、
Ｙ字形のコネクタ７１が接続管７の近位端に与えられることができ、これを通して気体が
入口７２に吹き込まれることができ、一方、入口７３は、内視鏡ツールの挿入のために利
用可能なように残されている。本発明のデバイスによる吹き込みは、内視鏡内腔を通した
吹き込み（これは、ある用途では、不十分な気体流入量を与える）を補足することができ
る。これは、経口内視鏡検査では特に有利である。なぜなら、気体のための低抵抗の脱出
経路が食道を通して利用可能であるからである。
【００８０】
　本発明のデバイスは、内視鏡縫合のために、特に経口胃褶壁形成術のために特に有利に
使用される。かかる場合、内視鏡ツールは、図６に示されるように縫合針６であり、作業
空間３３は、ブラケット３１とブラケット３２の間に組織折り畳みを受け入れるために使
用される。
【００８１】
　組織は、内視鏡９の内腔中に与えられることができる公知の手術用組織係合ツール（例
えば、貫通らせん又は把持器）によって作業空間３３中に引張られることができる。代替
的に、管７などの専用のダクトが、締め付け部材又はブラケット中に与えられた開口（例
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えば、チャンネル２２４）を通して作業空間３３に組織係合ツールを案内するために、締
め付け部材２１，２２のいずれかと結合されることができる。
【００８２】
　操作において、いったん締め付け部材が内視鏡に締め付けられたら、組織折り畳みは、
作業空間３３中に引張られる。ガイド管４は、組織折り畳みにおける引張りの前又は後に
、曲げられた位置に押されることができる。縫合針６が、開放近位端４２を通してガイド
管４中に挿入され、有利には、ガイド管がまだ引込み位置にあるときに遠位端４１まで押
される。好適には、ツール６は、ガイド管４を通してツールを押すように構成された押し
管（図示せず）の端に配置されることができる。有利には、針６は、ガイド管が曲げられ
た位置をとらされるときにガイド管４の遠位端に既に位置する。このような操作は、長い
針を使用することを可能にする。かかる長い針は、硬くて厚い組織層を貫通するのに効果
的である。
【００８３】
　所望により、縫合針６は、ガイド管４の内側に残り、ガイド管４が曲げられた位置をと
った後まで遠位端４１の開口４１０から外に突出しない。停止部材３６は、ガイド管が引
込められた位置にあるときにガイド管４の遠位開口４１０を閉鎖するか又は被覆するキャ
ップとしてそれを構成することによって、上述のことを確実にする。代替的に、図１８に
関して上述されたように、遠位端４１を軸ピン３４の周りに回転させてガイド管を曲げる
ことを開始する前に、縫合針６をガイド管４の遠位開口４１０から外に突出させることが
有利であるかもしれない。
【００８４】
　縫合操作が今や開始されることができる。針６は、受容空間３３中の組織折り畳みを貫
通するために前進される。この操作中、有利には、第二ブラケット３２は、組織を定位置
に保持するための支持体として作用する。
【００８５】
　最小侵襲性手術のために当該技術分野では公知のいかなる縫合針も、本発明のデバイス
において使用されることができる。図６に示されるように、縫合針６は、その中に調整可
能なフープ部材６１を収容するために中空であることができる。フープ部材６１は、針６
から外に押し出されて、縫合糸提供カテーテル８（これは、図３に示されるように、例え
ば接続管７を通して与えられることができる）によって、対向する側（即ち、第二ブラケ
ット３２の側）に与えられた縫合糸を横取りする（ｉｎｔｅｒｃｅｐｔ）ことができる。
【００８６】
　有利には、第二ブラケット３２は、貫通開口３７を含み、内視鏡ツール（縫合針６）が
ガイド管４の遠位端から発射されたときにこの開口を通過することを可能にする。縫合用
途のため、有利にはチャンネル２２４の遠位出口２２５は、貫通開口３７中の（又は貫通
開口３７を通過する）出口軌道を有する。この出口軌道は、フープ部材６１が縫合糸提供
カテーテル８を横取りすることを可能にする。有利には、貫通開口３７は、第一ブラケッ
ト３１のガイド管４の遠位端４１の位置に対応する位置に配置され、内視鏡ツールの配置
の誤り／可撓性に適応するのに十分幅広であることができる。
【００８７】
　カテーテル８が図７に示されており、縫合糸８０の端を把持するためにカテーテル８の
遠位端に配置された糸把持部材８１を含む。糸把持部材８１は、管として形成された押し
部材８２中にスライド可能に配置されており、縫合糸を縫合操作の終わりに固定するため
に、糸把持部材８１にわたって縫合糸８０の予め結ばれた結び目８０１を押すように構成
されている。同様の又は改変された縫合操作を与えるために、当該技術分野で公知の他の
デバイスも同様に使用することができることに気付くことが好都合だろう。
【００８８】
　針６が、組織折り畳みを貫通した後に第二ブラケット３２の位置に到達したとき、フー
プ部材６１は、針から外に前進し、開放構成配置に押される。同時に、又は連続して、縫
合糸提供カテーテル８が接続管７を通して挿入され、第二ブラケット３２の貫通開口３７
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中に突出する。カテーテル８は、縫合糸８０の結んでいない端を与え、これは、フープ部
材６１を通してもたらされる。次に、フープ部材６１は、閉鎖され、針６内に引込められ
、針６は、次に、ガイド管４の内側に引込められることができる。このようにすることに
よって、第一縫合糸ループが組織を通して形成される。フープ部材６１が縫合糸に係合す
ることを助けるため、締め付け部材は、連結ケーブル２３，２４を押すことによって内視
鏡９から解放されることができ、これは、デバイス１に対して内視鏡９を自由に動かすこ
とを可能にする。このようにすることによって、把持器などの補助内視鏡ツールが、内視
鏡９から発射されて、縫合糸８０を横取りして、それをフープ部材６１にもたらすことが
できる。
【００８９】
　組織折り畳みを解放して、デバイス１及び内視鏡９を再配置し、別の組織折り畳みを再
度把持して上述の手順を繰り返し、縫合糸の端をカテーテル８に戻すことによって、さら
なる糸ループが形成されることができる。操作の終わりに、予め結ばれた結び目８０１は
、縫合糸８０にわたって押され、縫合ループを固定する。
【００９０】
　特定の用途に依存して、チャンネル２２４の遠位端２２５の出口軌道は異なることがで
きるということに気付くことが好都合であるだろう。例えば、出口２２５の出口軌道は、
管７中に挿入された内視鏡ツールを作業空間３３の中央に出させるために、第一ブラケッ
トに向かうように斜めであることができる。
【００９１】
　既に述べたように、ブラケット（突出部材）は、対応する締め付け部材と一体化されて
いる必要はないことに気付くことが好都合であるだろう。ブラケットの一方又は両方とも
、対応する締め付け部材に対する位置又は方向を変えるように構成されることができる。
しかし、本発明によれば、ブラケットは有利には、本発明の利点を与えるために、硬質で
あり、かつ少なくとも一つの位置又は方向に固定可能である。
【００９２】
　図８～１０は、本発明によるデバイス１００の実施形態を示す。この実施形態は、第一
ブラケット３１０が第一締め付け部材２１に伸縮自在に取り付けられていることにおいて
のみ、図１～６のデバイス１と異なる。従って、第一ブラケット３１０は、線形経路に沿
って第一締め付け部材２１の遠位方向に延ばされることができる。この目的のため、ブラ
ケット３１０は、線形（伸縮自在）スライド３５０（図９，１０参照）に設置されており
、このスライドは、締め付け部材２１の遠位端に配置された対応するシート３５３，３５
４中にスライドするように構成された二つの延長シャフト３５１，３５２から形成される
ことができる。図８は、引込められた位置のブラケット３１０を示し、一方、図９では、
ブラケットは、延長された位置で示されている。延長シャフト３５１，３５２は、第一ブ
ラケット３１の脚３５にしっかりと固定された遠位端を有する。それらは、延長シャフト
の近位端に取り付けられかつデバイス１００の近位端へと延びる押しワイヤ（図示せず）
などによって、遠隔的に作動されることができる。押しワイヤは、締め付け部材２１を通
して延びる通路３５５中に、及びさらには、デバイス１００の制御ハンドルにそれらを案
内するケーブルダクト（図示せず）中に収容されている。
【００９３】
　押しワイヤは、ガイド管４又はデバイス１０の取り付けケーブル２３，２４と同様の方
法で所望の位置にロックされることができる。延長シャフトを作動させて定位置にロック
するための当該技術分野で公知の他の方法も、好適に使用されることができる。その結果
、第一ブラケット３１は、締め付け部材２１に対して複数の位置で固定されることができ
る。全てのかかる位置で、線形スライド３５０のおかげで硬質の枠組みが得られ、ガイド
管４が曲げられて定位置に保持されることを可能にする。
【００９４】
　追加的に又は代替的に、第二ブラケット３２がブラケット３１０と同様に線形スライド
３５０を与えられることができることに気付くことが好都合である。一方又は両方のブラ
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ケットが伸縮自在に延びることを可能にすることは、胃褶壁形成術では有用である。なぜ
なら、それは、組織折り畳みの幅を調整することを可能にし、従って、縫合点と折り畳み
の端との間の距離を制御することを可能にするからである。それはまた、ブラケットを締
め付け部材の方に向かって可能な限り引込めることを可能にすることによって、患者の身
体中への挿入中のデバイスの嵩を減少させるためにも有用である。
【００９５】
　図１１～１４は、本発明によるデバイス２００の別の実施形態を示す。この実施形態は
、第一ブラケット３１１（これは硬質である）が第一締め付け部材２１に旋回可能に取り
付けられていることにおいてのみ、図１～６のデバイス１と異なる。第一ブラケット３１
１は今や、複数の角度方向に従って第一締め付け部材２１に対して方向付けられることが
できる。この目的のため、第一ブラケット３１１は、軸ピン３９を通して第一締め付け部
材２１に取り付けられており、これは図１３及び図１４においてさらに明確に示されてい
る。軸ピン３９は、第一ブラケット３１１に固定されておりかつ第一締め付け部材２１に
よって旋回可能に支持されたシャフト（図示せず）からなることができる。有利には、軸
ピン３９は、ガイド管４の遠位端４１の周りで旋回する軸ピン３４の旋回軸３４０に対し
て平行に延びる。ブラケット３１１を旋回させることによって、大きな又は小さな作業空
間３３が形成されることができる。なぜなら、軸ピン３９は、ブラケット３１１の遠位端
が第二ブラケット３２から離れるように、又は第二ブラケット３２に向かって指すように
方向付けられることを可能にするからである。
【００９６】
　有利には、軸ピン３９は、締め付け部材２１に対するブラケット３１１の角度方向を変
化するように遠隔的に作動可能である。この目的のため、ウォーム駆動装置３９０などの
回転作動器が、軸ピン３９を作動させるために与えられることができる。ウォーム駆動装
置３９０は、軸ピン３９と共軸で軸ピン３９に対して固定されたウォームホイール３９２
とかみ合うウォーム３９１を含む。ウォーム３９１とウォームホイール３９２は、締め付
け部材２１の本体中に与えられた凹所２１６中に回転可能に収容されている。有利には、
ウォーム駆動装置３９０は、遠隔的に作動可能である。この目的のため、ウォーム３９１
は、デバイス２００の近位端の方に延びるワイヤ３９３の遠位端に取り付けられている。
ワイヤ３９３は、ウォーム３９１を回転させるために回転され、これは次に、ウォームホ
イール３９２、従って軸ピン３９の回転を生じる。軸ピン３９は、ブラケット３１１に固
定されているので、第一ブラケット３１１の方向は、遠隔的に変化されることができる。
【００９７】
　線状スライド３５０と共に、有利には、作動器集成体３９０は、少なくとも一つの（角
度）方向において、好ましくは複数の方向において第一ブラケット３１１を第一締め付け
部材２１に対して固定することを可能にする。図１１～１４の例では、締め付け部材２１
に対してブラケット３１１の方向をロックするためには、ワイヤ３９３を角度位置でロッ
クするだけで十分である。言うまでもなく、軸ピン３９を作動する他の方法も好適に実施
されることができる。この場合に重要なことは、ブラケットが方向を変化させるために作
動されることができるということ、及びそれは、締め付け部材とブラケットの硬い枠組み
が図１～６の実施形態と同様に得られるように締め付け部材に対して少なくとも一つの方
向でブラケットが固定されることができ、これは、図１１～１３に示されるようにガイド
管４を曲げられた位置で支持することを可能にするということである。
【００９８】
　有利には、締め付け部材２１に対する第一ブラケット３１１の旋回可能配置は、第一ブ
ラケットが、－１５°（好ましくは－３０°、より好ましくは－４５°）と実質的に０°
（好ましくは＋１０°、より好ましくは＋２０°、さらに好ましくは＋３０°）の間の角
度にわたって旋回されることを可能にする。ここで負の角度は、第一ブラケットの遠位端
が第二ブラケット３２から離れる方向を指す方向を意味し、これは、作業空間３３の増大
に相当し、正の角度は、第一ブラケットの遠位端が第二ブラケットの方に向かう方向を指
す方向を意味し、これは、作業空間３３の減少に相当する。ゼロの角度は、第一ブラケッ
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トが第二ブラケットに対して平行である方向に相当する。
【００９９】
　用途に依存して、軸ピン３９の方向は、軸ピン３４に対して平行である必要はないこと
に気付くことが好都合であるだろう。軸ピン３９の他の方向も可能であり、これは、第一
ブラケットが他の方向（例えば、第二ブラケットのわき道への旋回運動）をとることを可
能にする。
【０１００】
　第一ブラケットに加えて、又は代替的に、第二ブラケットは、第二締め付け部材に同様
の様式で旋回可能に取り付けられることに気付くことが好都合であるだろう。作業空間に
向かって一つ又は両方のブラケットを旋回させることは、組織を通した貫通を開始する前
に組織折り畳みに対して追加の圧力を発揮するために、胃褶壁形成術において有用である
ことができる。作業空間から離れる方向に一つ又は両方のブラケットを旋回させることは
、ブラケットの間から組織を容易に開放するために、同じ用途において有用であることが
できる。
【０１０１】
　第一ブラケットのスライド可能な配置を有する実施形態、及び第一ブラケットの旋回可
能な配置を有する実施形態はそれぞれ、組み合わせられて、ガイド管４の軸ピン３４を含
むブラケットの遠位端部分が、両方とも遠位方向に伸縮自在に延ばされることができ、対
応する締め付け部材に対して旋回されることができ、大きな作業空間３３を得るか及び／
又は患者の身体中への腔内挿入の間に本発明のデバイスの嵩高さを最小化する配置構成を
得ることができることに気付くことが好都合であるだろう。
【０１０２】
　図１５は、本発明のデバイス３００を示し、これは、第二突出部材が遮蔽壁３２０とし
て形成されているという点でのみ、図１～６のデバイス１と異なる。
【０１０３】
　有利には、デバイス３００は、図１６に示されるような内視鏡粘膜切除介入において使
用される。消化管の大部分の腫瘍は、組織の表面（即ち、粘膜）に留まっており、従って
、この小さい層のみを貫通して、組織の全部分を残すことが有利である。除去された組織
は、再生する。この目的のため、液体溶液がまず粘膜下組織に注入される。この粘膜下組
織は、液体溶液で膨張され、これにより粘膜が持ち上げられ、粘膜下組織の切除をさらに
容易にする。二つの問題がこの技術と共に生じる。第一に、中程度から大きな程度までの
腫瘍については、切除中に周りに粘膜の大きな組織弁が容易に形成される。これは、内視
鏡の視界を大いに妨げる。少しずつ切除することを回避して、粘膜の切除された組織弁（
この組織弁は、腫瘍を有する）を一つの片として維持することが、手術の結果を改善する
ために推奨される。従って、組織を持ち上げて、それを内視鏡の視野の外側に維持するこ
とを可能にするデバイスが必要である。第二に、粘膜下組織の下の層（つまり、筋肉層）
は、望まれない持ち上げを防止されなければならない。これは、粘膜の大きな組織弁が切
除される場合、中程度から大きな程度までの腫瘍にとっては、さらなる問題である。かか
る大きな組織弁は、内視鏡の視野を妨げて、内視鏡ツールが操作される場所を見ることを
極めて困難にし、このため、筋肉層が切断されて組織の望まれない貫通を生じる危険性が
ある。
【０１０４】
　本発明のデバイスは、これらの両方の問題を克服する助けとなることができる。図１６
を参照すると、粘膜は、電気メス８３によって切除され、この電気メスは、内視鏡９又は
接続管７において、そして第二締め付け部材の貫通通路２２４（図１５参照）を通して支
持されることができる。デバイス３００は、第一ブラケット３１を与えられており、この
第一ブラケットは、固定された位置／方向をとるように締め付け部材２１に対して配置さ
れている。ブラケット３１は、把持器６２がガイド管４の内側に支持されて、切除された
粘膜の一部分９０１を外側に持ち上げることを可能にする。持ち上げ操作は、ガイド管４
（の遠位端）がブラケット３１に対する方向の全範囲で曲げられてロックされることがで
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スの明白な利点である。旋回可能なブラケット及び／又は伸縮自在なブラケットは、取り
扱い性を改善することができる。
【０１０５】
　遮蔽壁として形成されている第二突出部材３２０は、望まれない切断に対して筋肉層を
保護し、層の間の相違を線引きする助けとなる。
【０１０６】
　粘膜を持ち上げるための液体溶液を注入する針を収容するために接続管７及び貫通通路
２２４を使用することが可能である。電気メス８３を遮蔽壁３２０中に組み入れることも
可能である。
【０１０７】
　有利には、本発明によるデバイスは、図１７に示されるような横方向の眺めを有する内
視鏡と共に使用されることができる。突出部材３１，３２に対して斜めに内視鏡９０を収
容するためには、締め付け部材２１′，２２′の内側表面２２０′を改変することで十分
である。内側表面２２０′は、突出部材３１，３２の延びる方向に対して斜めである内視
鏡９０の軸９１と整列されている。このようにすることによって、内視鏡９０の横に作業
空間３３が形成され、これは、内視鏡によって横方向に見られることができる。図１７で
は、接続管、並びにガイド管及びガイド管の軸ピンは、明確さのために表わされていない
。
【０１０８】
　突出部材は、それらが硬質の枠組みを得るために少なくとも一つの位置又は方向で固定
されることができる限り、さらに多くの自由度を与えられることができることに気付くこ
とが好都合であるだろう。
【０１０９】
　ある種の用途では、ガイド管がその遠位端がブラケットに対して横断方向に方向付けら
れた状態で曲げられた位置をとることができるように、第二突出部材を第一突出部材に対
して対称的に同一にすること、つまり、第二内視鏡ツールガイド管４を与えて、その遠位
端を第二ブラケットの遠位端に旋回可能に取り付けることが好適でありうる。
【０１１０】
　経口胃褶壁形成術及び粘膜切除術の用途以外にも、本発明のデバイスは、瘻閉鎖のため
に有利に使用されることができる。
【０１１１】
　以上の記述から、本発明のデバイスは、簡単な構成を有し、しかもこのうえない効果を
得ることを可能にすることが明らかである。
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摘要(译)

用于支撑内窥镜工具（6）的设备（1）具有用于将设备附接到内窥镜
（9）的附接装置（2），远端开口端（41），通过该远端开口端提供内
窥镜。 第一导管（4）构造成接收镜工具，第一和第二突出构件（31、
32）从附接装置向远侧延伸，使得装置附接到内窥镜。 包括当在第一突
出构件和第二突出构件之间限定工作空间（33）时彼此分离的第一突出
构件和第二突出构件。 附接装置（2）包括第一紧固元件（21）和第二
紧固元件（22），以及连接紧固元件的至少一个电缆（23、24）。 电缆
是可远程致动的，以使夹持构件相对于彼此移动，以调整夹持构件之间
的间隔并容纳内窥镜。 电缆允许将紧固构件固定到内窥镜。 第一突出部
件（31）以固定于第一紧固部件的位置或至少一个可固定位置的方式安
装于第一紧固部件（21），第二突出部件（31）固定于第一紧固部件
（21）。 32）安装在第二紧固构件（22）上。 第一导管（4）相对于第
一紧固构件（21）可滑动，并且第一导管的远端（41）具有第一导管的
远端作为第一突出构件。 它枢转地附接到第一突出构件（31）的远端以
允许其横向枢转。 [选择图]图2
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